
(別紙１)

支援内容 支給時期

北米、シンガポール、欧州（一部国・地域※を除く）、中近東

※除外国・地域

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニ
ア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニ
ア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラ
ルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モ
ンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

アジア（シンガポールを除く）・大洋州・中南米・アフリカ及び
上記除外国・地域

120,000円

　・ただし、ひと月の留学日数が15日未満になる場合は、当該月の奨学金を支給しません。

　・また、総留学期間が３か月未満の場合は、支援の対象外です。

アジア地域　　　　：　100,000円

上記以外の地域　：　200,000円

　留学先における授業料相当額（学費・登録料）　：上限300,000円

　・奨学金：

　・往復渡航費： 「渡航前に、協議会から在籍大学等へ送金」　→　　「在籍大学等から派遣学生へ支給」

　・授業料：

令和３年度（2021年度）奨学金等の内訳 （未来へトビタテ！おかやま留学応援事業（学生コース））

＜独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金に掲げる家計基準を満たす学生＞

　・留学開始月または留学終了月であるか否かを問わず、留学期間中は、奨学金の月額を支給します。

原則、当該月に
支給

原則、渡航前に
支給

160,000円

支給内容

奨学金

往復
渡航費

・他団体等から渡航・帰国にかかる支援を受ける場合は、往復渡航費は支給されません。

「原則、奨学金の支給に合わせて、授業料発生前に協議会から在籍大学等へ送金」　→　「在籍大学等から派遣学生へ支給」

・学生交流に関する協定等により、留学先機関において授業料不徴収又は全額免除となっている場合は支給されま
せん。授業料一部免除の場合は、授業料から免除分を除いた差額が支給対象となります。

・海外の留学先機関が本人宛てに発行した請求書をもって授業料相当額を支払います。
ただし、大学間交流協定に基づく交換留学による場合で、留学先機関から在籍大学等宛てに請求があり、その請求
に基づき在籍大学等から本人宛てに請求を行う場合は、その請求書に基づき授業料相当額を支払います。

・授業料相当額（学費・登録料）が明確に区分できない場合は支給されません。

原則、留学開始
前に支給

授業料

（注） 派遣学生への奨学金等の支給は在籍大学等を通じて、それぞれ以下のとおり行う。 なお、奨学金については、在籍大学等に
　　　　おいて毎月（回）在籍確認を行った上で支給する。

「原則、令和３年度中支給予定分を一括で、協議会から在籍大学等へ送金」→「在籍大学等から派遣学生へ支給」

・宿泊費、食費、渡航費、保険料、ビザ申請料、空港諸税、留学中の交通費・通学費・旅費、大学運営経費、研究室
運営経費、教材費、実験機器購入費、留学斡旋業者手数料は授業料相当額に含みません。

（アフガニスタン、インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中国、ネパール、パ
キスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャン
マー、モルディブ、モンゴル、ラオス）



大学における海外留学に関する危機管理ガイドラインチェックリスト

１－１ 「自分の身は自分で守る」という基本原則

渡航先の治安状況を学生自身が事前に熟知し、日本にいるときとは意識を切り替えることにより事件・事故を防ぐこと
ができることを学生に理解させるよう指導しているか。

１－２ 「自分の身は自分で守る」ための心構え

学生に対して、「自分の身は自分で守る」ための心構えについて指導する機会を設けているか。

１－３ 危機等に関する情報収集のためのツールやその活用方法について

学生が留学計画の渡航先を決定する上で、危機等に関する情報を収集する必要性や外務省の海外安全HP等情報収
集のためのツールについて学生に指導しているか。

１－４ 留学中の連絡先の登録について

渡航先での連絡先や国内の緊急連絡先を登録するよう指導しているか。危機事象が発生した場合に備え、留学中は
常に所在を明らかにするよう、留学前に学生に指導しているか。

渡航先での連絡先、国内の緊急連絡先の登録方法等について具体的に指導しているか。

在留届や「たびレジ」の登録の必要性や手続きについて周知しているか。

１－５ 事件・事故等に巻き込まれた場合の対応

海外留学中に生命、身体が危険にさらされるような事態が生じた場合は在外公館の援護等を依頼することが重要であ
ることを周知しているか。また、渡航前に学生に渡航先の在外公館の連絡先を確認させているか。

危機事象の発生の場合の大学側の窓口を事前に学生に周知しているか。

危機事象の発生の場合の学生や保護者からの相談体制は構築されているか。

１－６ 海外旅行保険について

海外旅行保険に加入させているか。その際に補償内容を確認し、保護者にも共有させているか。

大学が学生や保護者から保険加入にあたって助言できるような体制が整備されているか。

１．「自分の身は自分で守る」という学生の意識啓発に向けた取組の実施

２－１ 意思決定ルートの確立

学生が事件・事故に巻き込まれた場合の対応策の決定方法、決定過程、最終的な決定に関し、権限と責任が明確と
なっているか。

２－２ 意思決定の判断基準の策定

外務省の危険情報に応じて注意喚起発出の有無、留学継続の可否等の判断基準を設け、学生に周知共有されてい
るか。

２－３ 学生の海外留学状況の把握

学生の海外留学について、渡航期間、渡航場所、滞在場所などの情報を学生に届出させる体制整備がなされている
か。

２．大学における危機管理体制の整備

（別紙２）



２－４ 留学中の渡航先及び国内連絡先の把握

危機事象発生時に渡航中の学生に情報の伝達、注意喚起、安否確認ができるよう連絡ルートを確保しているか。

学生が事件・事故に巻き込まれた場合にすみやかに連絡が取れるよう国内の学生の緊急連絡先などを把握する体制
を整えているか。

２－５ 大学における学生からの連絡窓口の設置

学生が事件・事故に巻き込まれた場合に日本の在籍大学にも連絡を取れるように指導をしているか。

２－６ 学生の連絡先等に関する安全情報の収集

大学は、各国在外公館HPや「たびレジ」を活用し、学生の渡航先の安全情報を収集し、活用しているか。

安全情報の確認のための学内体制を整備し、危険度に応じてあらかじめ対応方針を定め、マニュアルとして共有して
いるか。

学生が事件・事故に巻き込まれた場合の在外公館を通じた情報収集や現地における情報収集ができる体制を整備し
ているか。

２－７ 学生の連絡体制の確認・共有

関係者間であらかじめ情報伝達ルートを確立し、共有されているか。特に執行部への迅速な伝達体制が整備されてい
るか。

２－８ 関係省庁の連絡先の確認・共有（文部科学省及び外務省）

関係する省庁に情報共有・相談がなされる体制が整備されているか。

２－９ 巻き込まれた学生や周囲の学生等のケア

学生が事件・事故に巻き込まれた場合、家族との連絡や必要なサポートを行う体制を整備しているか。

事件・事故に巻き込まれた学生の周囲にいる学生に対してもケアできる体制が整備されているか。

２－１０ 対外的対応

外部からの問い合わせへの対応のルールを定めているか。対応者として学内責任者から一元的に対応する体制と
なっているか。

学生が事件・事故に巻き込まれた場合に連絡が取れるよう渡航先の最寄りの在外公館の連絡先を把握しているか。

休暇中や夜間を含めた学生からの緊急連絡を受けることができる体制整備をしているか。

２．大学における危機管理体制の整備（つづき）



（別紙３）

・在籍大学等への提出期限：在籍大学等で設定された期限
・本協議会への提出期限　：令和3年(2021年) ５月10日（月）17時必着 凡例

…募集期間
・留学可能期間：2022年３月31日（木）まで …インターンシップ期間
・留学期間：３か月以上１年以内（６か月以上を推奨） …留学開始可能期間
（例：2021年８月10日（火）に留学を開始した学生が一年間(365日)留学する場合の留学終了日は2022年８月9日（火） …留学期間

・県内壮行会：令和３年(2021年) ７月下旬から８月上旬
・成果報告会：令和５年(2023年) ２月頃
・留学前インターンシップ・留学後インターンシップ合計１０～２０日間程度

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

上旬/中旬/下旬 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 中

募集選考等

512 1 2 3 4

令和３年度未来へトビタテ！おかやま留学応援事業（学生コース）　募集・選考・留学スケジュール（イメージ図）

締切

2020/R2 2021/R3 2022/R4

その他

期間

12 1 2 36 7 8 9 10 11

留学期間

募集期間 留学前インターン 留学後インターン

報告会
２月頃予定

採否結果通知
６月上旬

締切
５月10日（月）17時必着

壮行会
７月下旬から８月上旬


